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○大深度地下の定義（法第２条） ○首都圏の対象地域（法第３条）

首都圏、中部圏及び近畿圏の対象地域における大深度地下の公共的使用（道路事業、鉄道事業等の公共公益事業）に
ついては、使用認可を受けることにより事業者は事前に補償を行うことなく事業を実施することができる。（法第２５条等）

○大深度地下の使用認可の手続き（大規模な事業）
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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用の認可の効果

《今回》
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事前の事業間調整の手続きについて

※大深度地下使用法制定時における、首都圏整備法に規定する既成都市区域及び
近郊整備区域の区域内にある市町村の区域



○大深度地下の定義（法第２条） ○中部圏の対象地域（法第３条）

首都圏、中部圏及び近畿圏の対象地域における大深度地下の公共的使用（道路事業、鉄道事業等の公共公益事業）に
ついては、使用認可を受けることにより事業者は事前に補償を行うことなく事業を実施することができる。（法第２５条等）

○大深度地下の使用認可の手続き（大規模な事業）
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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用の認可の効果

※大深度地下使用法制定時における、中部圏開発整備法に規定する都市整備区域

の区域内にある市町村の区域

《今回》
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事前の事業間調整の手続きについて



事業概要書の公告・縦覧

事 業 者 事 業 所 管 大 臣

送付

（ＪＲ東海） （国土交通省鉄道局）

事業の共同化、事業
区域の調整等

（第1項等）

（第2項等）

（第3項）

（第5項）

H29.10.20

H29.10.23

大深度地下使用協議会
の構成員

協議会の構成員が所
管する事業者に周知

他の事業者

変更する事業区域に関し、
事業の共同化、事業区域の

調整等の申出

送付

（第4項）
大深度地下使用協議
会の構成員に送付

事業概要書の作成

中央新幹線品川・名古屋間の事前の事業間調整の手続について

○縦覧場所：
東京都、神奈川県、愛知県で18箇所
・事業者の事務所
・関係市町村の施設

○縦覧期間： Ｈ29.10.23～H29.11.21

官報公告

事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業概要書を作成、事業所管大臣に送付しなければならない。
（法第１２条等）

事前の事業間調整の手続きの流れ

※当該事業については、平成２６年３月に、事業概要書の送付等の手続きが行われているが、今般、春日井市内における
事業区域の変更（資料２参照）が生じたため、再度実施されるものです。

2



事前の事業間調整の手続きについて

前項の規定により事業概要書の写しを送付された協議会の構成員（第４条各号掲げる事業を所管する行政機関に限る。
以下この項においては同じ。）は、同条各号に掲げる事業を施行する者のうち当該協議会の構成員が所管するものに対し、
当該事業概要書の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

（法第１２条第４項）

所管する事業者への周知

周知方法

協議会構成員

法４条事業者

・周知文書の送付
・説明会の開催
など

周知文書例

○○○○第○○○号
平成２９年 ○月 ○日

独立行政法人 ○○機構
○○社長 様

国土交通省○○地方整備局長

大深度地下の公共使用に関する特別措置法第12条第4項の規定に基づく
事業概要書の送付について

標記について、平成29年10月20日付け○○○○第○○号にて国土交通大臣より大深度地下
の公共的使用に関する特別措置法第12条第3項の規定により、事業概要書の写しが送付され
ましたので、同法第12条第4項の規定に基づく、当該事業概要書の内容の周知のため、下記関
係書類を送付します。

記

１ 事業概要書（写し）

２ 官報告示（写し）

問い合わせ先
国土交通省 ○○地方整備局
建政部 計画管理課
担当 ○○
○○市○○区○○
合同庁舎第○号館
TEL ○○
FAX ○○
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事前の事業間調整の手続きについて

号 申請に係る事業 対象事業

４条 ① 道路 ・道路法による道路に関する事業

② 河川 ・河川法が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する水路、
貯水池その他の施設に関する事業

③ 農業用道路等 ・国、地方公共団体又は土地改良区（土地改良区連合を含む。）が設置する農業用道路、用水路又は排水路に関す
る事業

④・⑤ 鉄道 ・鉄道事業法第７条第１項に規定する鉄道事業者（以下単に「鉄道事業者」という。）が一般の需要に応ずる鉄道事
業の用に供する施設に関する事業
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
・軌道法による軌道の用に供する施設に関する事業

⑤・⑥ 軌道

⑦ 電気通信施設 ・電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業者（以下単に「認定電気通信事業者」という。）が同
項に規定する認定電気通信事業（以下単に「認定電気通信事業」という。）の用に供する施設に関する事業

⑧ 電気工作物 ・電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関する
事業

⑨ ガス工作物 ・ガス事業法によるガス工作物に関する事業

⑩ 水道事業 ・水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法による工業用水道事業又は下水道法によ
る公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業

水道用水
供給事業

工業用水道
事業

公共下水道

流域下水道

都市下水路

⑪ 水資源機構
施設

・独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設
に関する事業

法第１２条第４項に基づき協議会構成員が周知を行う事業
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